
令和５年６月６日

国土交通省四国地方整備局

徳 島 河 川 国 道 事 務 所

鳴 門 市

旧吉野川右岸堤防法面の陥没を確認しました

６月５日（月 、徳島河川国道事務所が管理する旧吉野川右岸７ｋ８）

００付近（鳴門市大麻町東馬詰）の堤防法面（鳴門市道 東馬詰新土堤

線 道路法面）が陥没していることを確認しました。

堤防道路を利用する自動車等の安全確保のため、６月５日（月）午後

９時に鳴門市道の全面通行止めを行いました。

今後、堤防法面陥没の原因調査を実施します。

【問い合わせ先】

国土交通省四国地方整備局 徳島河川国道事務所

TEL：088-654-2211（代表）

副所長（河川） 黒田 稔生（内線204）

河川管理課長 ◎小原 一幸（内線331）

鳴門市役所都市建設部土木課

TEL：088-684-1166

参事兼課長 福井 良和

：主たる問い合わせ先◎



堤防法面陥没発生箇所

堤防法面陥没発生箇所の状況
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